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 船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年１０月８日 １３時０５分ごろ 

発生場所 明石海峡東部 

 播磨
は り ま

垂水
た る み

港南防波堤西灯台から真方位２１４°１,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.９′ 東経１３５°０２.３′） 

事故の概要  プレジャーボートみなと丸は、北西進中、転覆した。 

 みなと丸は、同乗者１人が負傷し、船外機の濡損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート みなと丸、５トン未満 

 ２６０－３０５５２兵庫、個人所有 

 ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、７３.６kＷ、平成４年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成１７年４月２８日 

  免許証交付日 平成２８年３月２８日 

         （平成３３年３月２７日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 船外機及び機器類に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 低潮時、水温 約２５℃ 

 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、明石海峡の東南東流最強時刻は

１３時０５分であり、流速は５.１ノットであった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人である同乗者３人を乗せ、魚

釣りを行う目的で、平成３０年１０月８日０５時４５分ごろ明石海峡

に向けて兵庫県神戸市所在のマリーナを出発した。 

 本船は、船長及び同乗者が、兵庫県淡路島付近での釣りを終えた

後、１１時００分ごろ明石海峡大橋の北側橋脚から南東方１km 付近

で流し釣りを始め、東南東流の潮流により、波頭が白くなっている急

潮域まで流されては元の釣り場に戻る潮上りを繰り返していた。 
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 船長は、釣りを終えて帰航することとし、本船が急潮域まで流され

て波を受けていたので、潮上りをしようと北方に向いている船首を西

北西方に向け、スロットルを半分程度開いた直後、船尾が押されてい

るように感じて船尾方を振り向いたところ、２ｍ以上の波を認めた。 

 本船は、１３時０５分ごろ、船尾方から波を受けて船尾部が持ち上

げられ、船首部が海中に突っ込んで、船首部から大量の海水が船内に

流入して右舷側に傾斜し、転覆した。 

 船長及び同乗者は、本船が転覆すると同時に海中に投げ出された

後、船底を上にして浮いていた本船の船外機につかまっていたとこ

ろ、釣り船に救助され、同乗者１人が左腕に擦過傷を負った。 

 釣り船の船長は、１１８番通報を行った。 

 本船は、釣り船によって神戸市垂水漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項  船長は、１２時００分ごろ、潮流が速くなってきたので、自らは釣

りを終えて操船のみを行うこととした。 

 船長は、本船の南方を北西進する貨物船やタンカーを数隻認めてい

たので、航走波と急潮域の波が合わさって２ｍ以上の波を受けたので

はないかと本事故後に思った。 

 釣り船の船長によれば、急潮域は、周囲に比べて水深が浅く、東南

東流の潮流が速くなると波が高くなり、本事故当時、波高が約２ｍで

あった。 

 釣り船の船長は、釣りのポイントである急潮域を通り過ぎた後、潮

上りを開始したところ、船首方３００ｍ付近に転覆している本船を認

めた。 

 船長及び同乗者は、本事故当時、全員が膨張式の救命胴衣を着用し

ていた。 

 本船は、本事故当時、海面から船縁頂部までの高さが約０.７ｍで

あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、東南東流最強時の明石海峡東部において、波高約２ｍの急

潮域を航行していたことから、船尾方から他船の航走波を受けた際、

船尾が持ち上げられて船首部から大量の海水が船内に流入し、転覆し

たものと考えられる。 

 本船は、急潮域の波と他船の航走波とが合わさって発生した波高２

ｍ以上の波に船尾が持ち上げられた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、東南東流最強時の明石海峡東部において、波高

約２ｍの急潮域を航行していたため、船尾方から他船の航走波を受け
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た際、船尾が持ち上げられて船首部から大量の海水が船内に流入し、

転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の操船者は、船舶の堪航性を考慮し、潮流が速い時期に

急潮域を航行しないこと。 

 



 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 
4
 
- 

事故発生場所 

（平成３０年１０月８日 

 １３時０５分ごろ発生） 

× 

播磨垂水港南防波堤西灯台 

兵庫県 

淡路島 

大阪府 

兵庫県神戸市 

明石海峡大橋 

北側橋脚 

垂水漁港 

1 海里 

潮流 
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写真１ 本船 

 


